
ＰＤＣＡマネジメントサイクル

　「Plan（計画）→Do（実施）→Check（評価）→Action（改
善）」のPDCAマネジメントサイクルを行政活動に組み入
れることによって、これまで弱いと言われてきたＣとＡを充
実し、このサイクルを毎年うまく回すことで、成果を重視し
た継続的な改革改善を行っていこうとするもの。評価結
果の公表や市民参加型評価などにより、行政の透明性
の確保や、市民と行政の協働推進などにも役立つ。

　
　政策評価システムを、行政活動の計画や結果などを分かりやすく市民や
議会に伝えるための道具として位置付け、積極的に公表することにより、
情報の共有化を図り、市民との協働を促進する。

　ＰＤＣＡマネジメントサイクルを確立することにより、職員の意識を前例踏
襲や事なかれ主義から成果志向や改革改善志向に導くとともに、評価を
通して、問題発見能力・分析力など職員の政策形成能力の向上を図る。

2
　市民等との情報の共
有化を進める

3
　職員の意識の改革や
政策形成能力の向上を
図る

平成17年度政策評価実施要領

１　経過と17年度の方針

　 15年度は予算への反映をめざし、255事務事業（継続222、新規33）を、16年度は予算と第2次実
施計画への反映をめざし、329事務事業（継続257、新規72）の事務事業評価を実施した。
　 導入3年目となる17年度は、2ヵ年の実績と検証を踏まえ、対象となる全事務事業の評価を行い、
予算等への反映をめざす。また、あわせて、政策評価システムの充実を図るため、施策評価、分野
別評価、市民参加型評価（外部評価）の導入に向けて検討を行う。

 
  市民の目線で事務事業などの目的を明確化するとともに、その目的を実
現するために実施した結果（予想される結果）を客観的（成果の数値化）
に評価し、改革・改善点を実行に移すといったＰＤＣＡのマネジメントサイク
ルを行政運営に定着させ、行政活動を不断に見直すことにより、成果を重
視する行政運営へ転換していく。

　目的・成果を重視する
行政運営へ転換する
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２　政策評価の目的

目　　的 説　　明

３　実施体制

2次評価の決定1次評価
ヒアリングの実施
2次評価（案）作成

Ｐ(計画）

Ｄ（実施）Ａ（改善）

Ｃ（評価）

事務事業担当部局
政策評価推進チーム（行
財政改革担当、企画調整

課・財政課スタッフ）

行財政構造改革推進本部
（助役が本部長で、11人の

部長職で構成）
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■政策評価年間スケジュールは４ページのとおり。

評価の対象

■平成16年度に実施し、1７年
　 度にも予算化されている継
　 続事務事業
  （別紙事後評価対象事務事
　　業一覧参照）

※16年度末までに廃止した事
   業、統合により既に存在しな
　 い事業、17年度に初めて予
　 算化された事業は対象外と
   する。

継
続
事
務
事
業

■18年度実施を予定している
　 新規事業

※18年度に実施を予定してい
　 る新規事業はすべて対象と
 　する

新
規
事
業

継　 続 　用
（別紙1）
補助金付表
（別紙３）

5月18日
　～6月17日

【事後評価】
1次評価 －事業担当部局が16年
度の実施結果について、行政関
与・目的・手段・受益者負担の妥
当性、有効性・効率性の評価を行
い、総合判定・今後の方向性を記
入する。
2次評価 －行財政構造改革推進
本部が、1次評価を受けて総合評
価する。

５　事務事業評価の実施方法

調書作成期間使用する調書評価の方法

（１）予算編成等への反映方法の改善

（３）成果指標の精度向上

　　　15年度は、実施計画にありながら実施していない事業や実施計画にない新規事業の事前評価
　　を行い、16年度は、第2次実施計画で取り組もうとしている新規事業（18、19年度着手も含む）の
　　事前評価を行ったところである。
　　　17年度は、18年度予算への反映をめざし、15、16年度に事前評価した事業も含め、各部局が
　　18年度に初めて実施しようとしている事業を新規事業の対象とする。（15、16年度に事前評価し
　　た事業は既に実施しているものもあるが、延期や再検討となっているものもあり、市民ニーズや
　　社会経済情勢の変化なども考慮し、事業担当部局の考えで有効性、緊急度､優先度が高く18年
　　度に実施が必要であるという事業について事前評価するものとする。）

　　　17年度の評価作業では、15・16年度で評価した各事務事業の1次評価や2次評価等の改革・
　　改善点等の反映や検討状況について、担当課やヒアリングにおいて重点的にチェックする。
　　　また、現在行財政構造改革実行計画の策定中であるが、改革の方向性をどのように実現して
　　いくかという観点で１次評価・２次評価を行い、行財政構造改革の推進に努める。

４　17年度の改善点と重点項目

【事前評価】
1次評価 －事業担当部局が、市が
実施する必要性、目的・手段の妥
当性、受益者負担の必要性、有
効性・緊急性の評価を行う。
2次評価 －行財政構造改革推進
本部が、1次評価を受けて総合評
価する。

新　 規　 用
（別紙２)

8月中

　　　成果指標については、より適切となるよう、担当課と協議のうえ、改善していく。

　　　これまで2月末に決定していた2次評価を予算編成前の10月中に決定し、予算編成方針や各部
　　局の予算要求に反映できるようにする。

（２）新規事業の取扱いについて

（４）改革・改善点のチェック及び行財政構造改革の推進について
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■実施要領、様式、記載要領等は行政ポータルサイトの公記録保管所（企画財政部企画調整課
　 －政策評価）に掲載しているので、ダウンロードして使用すること。

■調書の提出は、課等毎にまとめてメールで提出すること。
　 ○継続事務事業評価調書提出期限：６月１７日（新規事業の提出期限は後日通知する）
　 ○提 出 先 ：企画財政部　行財政構造改革　評価担当　浜田にメール（k.hamada@city.
      kitahiroshima.lg.jp)で提出すること。

６　評価調書の提出方法等

（１）施策評価導入の検討
　　　 事務事業ありきではなく、事務事業が施策という
　　 目的を達成するための手段であるということを再認
　　 識し、政策（施策）重視型　の行政運営への転換
　　 を図るため、施策評価の導入を検討する。
　　  ■導入の効果
　　　・施策を構成している事務事業の優先度を明らか
　　 　にすることにより、事務事業の徹底したスクラップ
　　 　アンドビルドが可能となる。
　　　・施策を達成するための事業群が効率的・効果的
　　　　な構成となっているかを評価できる。
　　※総合計画の進行管理での活用も検討する。

（１）  事務事業担当部局においては、評価結果を基に事務事業の改革・改善の具体的検討や実施
　　　に努めるものとする。
（２）  予算編成作業において、施策・事業の選択や重点化等に、評価結果を活用する。

　北広島市ホームページに掲載するとともに、市役所、各出張所等の情報コーナーに備え置き公表
する。

７　評価結果の活用

８　評価結果の公表

９　その他（新たな取組み）

　政策評価の充実に向けて、「施策評価」、「分野別評価」、「市民参加型評価（外部評価）」 の導入
を検討する。

（２）分野別評価導入の検討
　　　現在、事務事業評価については、統一した視点で、また一つの様式で多種多様な行政活
　　 動を評価しているが、事務事業評価を補完するため、ある特定の分野に視点を当てて評価す
　　 るいわゆる「分野別評価」の導入を検討する。
　　 　本市においては、施設の老朽化や維持管理経費の増加が見込まれる中、施設の今後のあ
　　 り方や効率性の向上、サービスの向上等を目的に評価する「公共施設評価」の導入を検討
　　 する。

（３）市民参加型評価（外部評価）導入の検討
　　　評価の客観性や信頼性を確保するため、市民等による外部評価の導入を検討する。
　　　■導入の効果
　　　・ 市民や学識経験者の視点による評価を導入することにより、客観的で信頼度の高い評価が
　　　　可能となる。
　　　・ 政策評価が市民と行政のコミュニケーションの道具となり、情報の共有とまちづくりにおける
　　　　協働が促進される。

政策

施策
（総合計画
114施策）

事務事業

施策評価
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

１７年度政策評価スケジュール

推 進 本 部

推進チーム
(行革担当
参事、企画
調整課、財
政課)

各　部　局

実
施
方
針
／
実
施
要
領
決
定

説
　

明

会

   事務事業
   評価
　
　 継続事業

　 一次評価

　　ヒアリング

事務
事業
評価
　

新規
事業
　

一次
評価
　

ヒアリング

 
二次評価原案作成

二
次
評
価
決

定

公
表
／
議
会
に
報

告

施策評価
導入の検討

　
■予算要求に活用
■事務事業の見直し
の検討・実施

■予算編成作業に活用
　公共施設評価

導入の検討

市民参加型評価
（外部評価）導入の検討
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